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○
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
五
号

雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
五
条
に
基
づ
き
、
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
及
び
社
会
保
険
労
務

士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

雇
用
対
策
法
施
行
規
則
及
び
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

雇
用
対
策
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
雇
用
促
進
計
画
を
活
用
し
た
雇
用
に
関
す
る
援
助
）

第
八
条

職
業
安
定
機
関
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
個
人
又
は
法
人
が

、
当
該
個
人
又
は
法
人
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
労
働
者
の
雇
入
れ
を
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
雇

用
促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
そ
の
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
援
助
を
求
め
た
と
き
は
、
法
第
十
五
条
に
規
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定
す
る
雇
用
に
関
す
る
援
助
と
し
て
、
当
該
個
人
又
は
法
人
に
対
し
て
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

職
業
安
定
機
関
は
、
前
項
の
雇
用
促
進
計
画
に
係
る
援
助
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
、
こ
れ

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

雇
用
促
進
計
画
の
始
期
に
お
け
る
個
人
又
は
法
人
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
数

二

雇
用
促
進
計
画
に
お
け
る
労
働
者
の
雇
入
れ
の
数
、
時
期
等
に
係
る
目
標

三

雇
用
促
進
計
画
の
終
期
に
お
け
る
個
人
又
は
法
人
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
数

四

雇
用
促
進
計
画
の
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
前
の
日
か
ら
当
該
雇
用
促
進
計
画
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
個
人
又
は
法
人
の
都
合
に
よ
る
労
働
者
の
解
雇
（
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が

不
可
能
に
な
つ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
行
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
有
無

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
雇
入
れ
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３

職
業
安
定
機
関
は
、
個
人
又
は
法
人
か
ら
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
雇
用
促
進
計
画
の
達
成
状
況
に
つ

い
て
確
認
し
、
当
該
雇
用
促
進
計
画
の
期
間
の
終
了
後
の
当
該
個
人
又
は
法
人
の
雇
入
れ
の
促
進
に
資
す
る
よ
う
、
必
要
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な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
業
安
定
機
関
は
、
当
該
個
人
又
は
法
人

か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
当
該
雇
用
促
進
計
画
の
達
成
状
況
を
確
認
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
雇
入
れ
の
促
進
に

資
す
る
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

雇
用
促
進
計
画
及
び
前
項
の
雇
用
促
進
計
画
の
達
成
状
況
を
確
認
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
類
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

厚
生
省

第
二
条

社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

労
働
省

別
表
（
第
一
条
関
係
）
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
五
の
二

雇
用
対
策
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
に
係
る
申
請
等

附
則
第
八
条
第
一
項

の
雇
用
促
進
計
画
の
提
出
及
び
同
条
第
三
項
の
雇
用
促
進
計
画
の
達
成
状
況
を
確
認
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
の

申
込
み

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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新 
旧 

対 

照 

条 

文 

○
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 
 

附 

則 

（
雇
用
促
進
計
画
を
活
用
し
た
雇
用
に
関
す
る
援
助
） 

第
八
条 

職
業
安
定
機
関
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
日
ま
で
の
間
、
個
人
又
は
法
人
が
、
当
該
個
人
又
は
法
人
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
労

働
者
の
雇
入
れ
を
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
雇
用
促
進
計

画
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
そ
の
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
援
助
を
求
め
た
と

き
は
、
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
雇
用
に
関
す
る
援
助
と
し
て
、
当
該
個
人
又
は
法

人
に
対
し
て
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

職
業
安
定
機
関
は
、
前
項
の
雇
用
促
進
計
画
に
係
る
援
助
を
行
う
場
合
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

雇
用
促
進
計
画
の
始
期
に
お
け
る
個
人
又
は
法
人
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者

の
数 

二 

雇
用
促
進
計
画
に
お
け
る
労
働
者
の
雇
入
れ
の
数
、
時
期
等
に
係
る
目
標 

三 

雇
用
促
進
計
画
の
終
期
に
お
け
る
個
人
又
は
法
人
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者

の
数 

四 

雇
用
促
進
計
画
の
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
前
の
日
か
ら
当
該
雇
用
促

進
計
画
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
個
人
又
は
法
人
の
都
合
に
よ
る
労
働

者
の
解
雇
（
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能

に
な
つ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
行
つ
た
も
の
を
除

く
。
）
の
有
無 

 
 
 

附 

則 
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五 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
雇
入
れ
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項 

３ 

職
業
安
定
機
関
は
、
個
人
又
は
法
人
か
ら
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
第
一
項

の
雇
用
促
進
計
画
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
、
当
該
雇
用
促
進
計
画
の
期
間
の

終
了
後
の
当
該
個
人
又
は
法
人
の
雇
入
れ
の
促
進
に
資
す
る
よ
う
、
必
要
な
助
言
そ

の
他
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
業
安
定
機
関

は
、
当
該
個
人
又
は
法
人
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
当
該
雇
用
促
進
計
画
の
達
成
状

況
を
確
認
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
雇
入
れ
の
促
進
に
資
す
る
書
類
を
交
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

雇
用
促
進
計
画
及
び
前
項
の
雇
用
促
進
計
画
の
達
成
状
況
を
確
認
し
た
旨
を
記
載

し
た
書
類
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
様
式
は
別
添
参
照
） 
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○
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年

厚
生
省

労
働
省
令
第
一
号
） 

 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

別
表
（
第
一
条
関
係
） 

一
～
二
十
五 

（
略
） 

二
十
五
の
二 

雇
用
対
策
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
に

係
る
申
請
等 

附
則
第
八
条
第
一
項
の
雇
用
促
進
計
画
の
提
出
及
び
同
条
第
三
項
の

雇
用
促
進
計
画
の
達
成
状
況
を
確
認
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
の
申
込
み 

二
十
六
～
五
十
六 

（
略
） 

 
 
 

別
表
（
第
一
条
関
係
） 

一
～
二
十
五 

（
略
） 

   

二
十
六
～
五
十
六 

（
略
） 

 



（様式第５号）

①計画期間：平成　　　年　　　月　　　日　から　平成　　　年　　　月　　　日　まで

事業所の名称 事業所の所在地
雇用保険適用
事業所番号

②労働者の数
（計画開始時）

④うち雇用保険一
般被保険者数
(計画開始時)

⑥労働者の
目標増加数

⑧うち雇用保険一
般被保険者
目標増加数

⑩労働者の数
(計画終了時)

⑫うち雇用保険一
般被保険者数
(計画終了時)

⑭労働者増加数
（⑩－②）

⑯うち雇用保険一
般被保険者増加数

（⑫－④）

⑱過去2年間の事
業主都合離職の有

無

事業所の廃止又は
新設

事業所の廃止又は
新設を行った日

1（主たる
事業所）

有 ・ 無 廃止 ・ 新設 　　月　　日

2 有 ・ 無 廃止 ・ 新設 　　月　　日

3 有 ・ 無 廃止 ・ 新設 　　月　　日

4 有 ・ 無 廃止 ・ 新設 　　月　　日

5 有 ・ 無 廃止 ・ 新設 　　月　　日

6 有 ・ 無 廃止 ・ 新設 　　月　　日

7 有 ・ 無 廃止 ・ 新設 　　月　　日

8 有 ・ 無 廃止 ・ 新設 　　月　　日

9 有 ・ 無 廃止 ・ 新設 　　月　　日

10 有 ・ 無 廃止 ・ 新設 　　月　　日

計 ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰

※⑩欄以降は、計画期間終了後に記入

＜計画開始時＞

雇用対策法施行規則附則第８条に基づき、雇用促進計画を提出いたします。

年　　　月　　　日

個人事業主氏名又は
法人名（代表者氏名）

㊞

＜計画終了時＞
雇用対策法施行規則附則第８条に基づき、雇用促進計画の達成状況について記載した書類を提出いたします。

年　　　月　　　日

個人事業主氏名又は
法人名（代表者氏名）

㊞

所　　在　　地

担当者名及び連絡先

雇用促進計画－１

電　話　番　号

社会保険
労 務 士
記 載 欄

作成年月日・提出代行者・
事務代理者の表示

氏　　　　　名

㊞

社会保険
労 務 士
記 載 欄

作成年月日・提出代行者・
事務代理者の表示

氏　　　　　名 電　話　番　号

㊞

計画終了時確認印

計画開始時受付印

※受付公共職業安定所名



（様式第５号）（裏面）

〔記入上の注意〕

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

　計画期間の終期においては、⑩欄から⑱欄までを記載するとともに、計画期間中に事業所の廃止又は新設を行った場合は、該当箇所に記入を行ってください。

　⑱欄には、計画期間の初日から起算して１年前の日から計画期間の末日までの間における事業主都合離職（雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「３
事業主の都合による離職」に相当するもの）の有無について記載してください。

　計画期間中に事業所の廃止を行う場合、個人又は法人は、雇用保険適用事業所廃止届を提出する際に雇用促進計画の計画期間中である旨公共職業安定所に申し出てく
ださい。

　計画期間の始期においては、①欄から⑨欄までを記載するとともに、事業所の名称及び事業所の所在地を記載してください。雇用保険適用事業所の場合には、雇用保
険適用事業所番号を記載してください。

　⑩欄及び⑫欄には計画期間の末日の数を記載し、⑪欄及び⑬欄にはそれぞれの数の合計を記載してください。

　⑭欄には⑩欄の数から②欄の数を控除した数を記載してください。また、⑮欄には⑭欄の数を合計した数を記載してください。

　⑯欄には⑫欄の数から④欄の数を控除した数を記載してください。また、⑰欄には⑯欄の数を合計した数を記載してください。

　②欄及び④欄には計画期間の初日の前日の数を記載し、③欄及び⑤欄にはそれぞれの数の合計を記載してください。

　⑥欄及び⑧欄には①欄の計画期間中における労働者の雇入れの数の目標を記載し、⑦欄及び⑨欄にはそれぞれの数の合計を記載してください。また、目標に係る具体
的な求人申込み見込みについては、「雇用促進計画－２（求人申込み見込み）」に必要事項を記載してください。



（様式第５号）

事業所の名称
雇　用　保　険
適用事業所番号

期間中の労働者の
求人数見込み

うち雇用保険一般
被保険者の求人数

見込み
募集・採用時期 職種・労働条件

公共職業安
定所への求
人提出希望

担当者名 電話番号

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

7 有 ・ 無

8 有 ・ 無

9 有 ・ 無

10 有 ・ 無

（注意）

雇用促進計画－２（求人申込み見込み）

　労働者の求人数見込みは、「雇用促進計画－１」の⑥欄及び⑧欄に対応させて記載してください。単一の事業所において、募集・採用時期、職種・労働条件等が異なる求人を提出する見込みがある場合は、欄を分
けて記載してください。


